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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年６月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１１月１５日 １７時４８分ごろ 

発生場所 北海道函館市恵
え

山
さん

岬南東方沖 

 恵山岬灯台から真方位１３４°２.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°４７.６′ 東経１４１°１３.１′） 

事故の概要 旅客フェリーすいせんは、北東進中、また、漁船第三十八瀧
たき

丸は、

西進中、両船が衝突した。 

すいせんは、右舷船首部に擦過傷を生じ、また、第三十八瀧丸は、

船首部に凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 旅客フェリー すいせん、１７,３８２トン 

１４１５６６、新日本海フェリー株式会社 

２２４.５０ｍ×２６.００ｍ×１８.３４ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、３０,３００kＷ（合計）、平成２４年１

月 

Ｂ 漁船 第三十八瀧丸、９.７トン 

ＨＫ２－２２７６１（漁船登録番号）、個人所有 

１４.９８ｍ（Lr）×３.８７ｍ×１.３１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５０３.８２kＷ、平成７年４月２７日 

第２０２－４５４１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５７歳 

一級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和６１年６月３日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２６年７月１４日 

免状有効期間満了日 平成２８年６月２日 

航海士Ａ 男性 ５２歳 

一級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２４年９月５日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２６年８月１５日 

免状有効期間満了日 平成２９年９月４日 
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Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 昭和４９年１２月２７日 

免許証交付日 平成２５年１２月１９日 

           （平成３１年１０月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部に亀裂を伴う凹損等 

気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａ及び甲板手ほか２８人が乗り組み、旅客

２３人を乗せ、車両１２１台を積載し、航海士Ａが、津軽海峡西口付

近で前直から船橋当直を引き継ぎ、レーダー２台を６Ｍ及び１２Ｍの

各レンジとして作動させ、約２５ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）で自動操舵により津軽海峡を東進した。 

航海士Ａは、操舵室前面中央のコンパスの左舷側に立ち、同右舷側

の甲板手と共に見張りにつき、平成２７年１１月１５日１７時２０分

ごろ、北海道苫小牧市苫小牧港に向けて津軽海峡東口付近を北東進し

ていたとき、右舷船首１０°１０Ｍ付近にＢ船の集魚灯を視認し、レ

ーダーでもＢ船の存在を確認した。 

航海士Ａは、レーダー画面上、Ｂ船が移動しない様子から、Ｂ船は

漂泊して操業しているものと思い、Ｂ船から約１Ｍ離して航行するこ

とができると思った。 

航海士Ａは、１７時４２分ごろ、Ｂ船まで約３Ｍになったとき、Ｂ

船の視認方位が余り変わらず、Ｂ船の右方に点滅する白色灯火が見え

たので、Ｂ船の左方を避航することとし、甲板手を操舵につけて手動

操舵とし、Ｂ船に向けて昼間信号灯により閃光を２回照射し、左舵１

０°としてゆっくり左転を開始した。 

航海士Ａは、１７時４５分ごろ、Ｂ船まで約１.５Ｍに接近し、レ

ーダー画面のエコートレイルにより、Ｂ船が西方に向けて移動してい

ることに気付いたとき、左転の状態でＢ船の船首方を横切ることがで

きるのではないかと思い、同じ舵角で左転を続けたところ、方位が変

わらずＢ船が接近するので、左舵２０°、続いて左舵一杯の３５°と

して航行した。 

航海士Ａは、Ｂ船が右舷船首１５°０.５Ｍ付近に接近したとき、

その方位が徐々に右方に変化し始めたように感じたので、Ｂ船の船首

方を横切ることができるものと思い、今度は、右舵１５°を取り、キ

ック*１でＡ船の船尾がＢ船に接近することを回避しようとした。 

                             
*１ 「キック」とは、転舵によって船体が原針路から外側に押し出される現象をいう。 
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航海士Ａは、Ｂ船が右舷ウイングの陰に隠れて視認できなくなった

後、Ａ船の左回頭が止まったのを確認して右舷ウイングに移動したと

き、衝突の衝撃や音を感じておらず、また、後方を視認したところ、

右舷船尾部の正横約２０ｍにＢ船がＡ船とほぼ同じ方向を向いて支障

なく航行しているように見えたので、衝突を回避することができたも

のと思い、徐々に予定針路線に戻して目的地に向かった。 

航海士Ａは、１８時００分ごろ、海上保安庁からの問合せに対し、

恵山岬沖で小型漁船とニアミスはしたが、衝突はしていない旨を回答

した。 

Ａ船は、２０時３０分ごろ、苫小牧港に入港した。 

航海士Ａは、入港後、右舷船首部外板に擦過傷及び他船の塗料の付

着を認め、後日、同塗料とＢ船の塗料とが同種塗料であることを伝え

られた。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、恵山岬東方沖での操業を終

え、船長Ｂが単独で船橋当直につき、１７時３５分ごろ、法定灯火を

表示するほか、船首マスト基部のＬＥＤ作業灯、操舵室上方のＬＥＤ

作業灯及び３個の蛍光作業灯を点灯させ、約４kn の速力で自動操舵に

より北海道函館市恵山漁港に向けて航行を開始した。 

船長Ｂは、レーダー２台を３Ｍ及び６Ｍの各レンジとして作動さ

せ、操舵室右舷側に立った姿勢で操船に当たっていたとき、左舷船首

４５°５.９Ｍ付近にＡ船のレーダー映像を認め、１７時４０分ご

ろ、甲板員による後片付けが終了したので、船首マスト基部及び操舵

室上方のＬＥＤ作業灯を残し、３個の蛍光作業灯を消灯して約８kn に

増速した。 

このとき、船長Ｂは、レーダーを見るとＡ船が約３Ｍに接近してお

り、左舷方に目を向けると、Ａ船がＢ船にまっすぐ向かってくるよう

に見えたことから、そのうちＡ船がＢ船の船尾方を避航するものと思

い、針路及び速力を保持して西進した。 

船長Ｂは、Ａ船が約０.９Ｍになっても視認方位が変わらなかった

が、Ａ船がＢ船の船尾方を避航するものと思い、同じ針路及び速力で

航行を続け、Ａ船の右舷船首至近に接近して初めて衝突の危険を感

じ、衝突を避けるため機関を中立とし、右舵一杯としたものの、１７

時４８分ごろ、Ｂ船は、その左舷船首部とＡ船の右舷船首部とが衝突

した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、衝突直後、集魚灯を点灯させてＡ船にＢ船の状

況を知らせようとしたものの、Ａ船が航行を続けたので、海上保安庁

に本事故の発生を通報し、修理のため、自力で北海道函館市函館港に

向かった。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 
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 その他の事項 

 

Ａ船は、自動衝突予防援助装置付のレーダーを搭載しており、本事

故当時、航海士Ａが、Ｂ船の存在に気付いた後、同装置にＢ船を入力

したものの、Ｂ船の針路、速力、最接近時間等はレーダー画面に表示

されていなかった。 

航海士Ａは、Ｂ船の右方に点滅する白色灯火が見えた際、同灯火を

Ｂ船が設置した漁具の標識灯と思い、Ｂ船が同灯火に向けて右方に移

動する可能性を想定し、Ｂ船の左方を避航することとした。 

航海士Ａは、Ｂ船が点灯していた作業灯等の灯火のため、Ｂ船の舷

灯を識別することができず、レーダー画面のエコートレイルにより、

Ｂ船の移動に気付くまで、Ｂ船の動静を把握することができなかっ

た。 

船長Ｂは、操業する前に、パラシュートアンカーを投入するので、

甲板員と共にレーダー及び視認により、周囲にボンデン等の点滅する

白色灯火が見当たらないことを確認していた。 

本事故当時、Ｂ船が点灯していた３個の蛍光作業灯は、操舵室の前

方に１個、同後方に２個それぞれ取り付けられていて、白光を発する

ものであった。 

船長Ｂは、３個の蛍光作業灯を消灯して約８kn に増速した際、船首

マスト基部及び操舵室上方のＬＥＤ作業灯を点灯していたが、同灯火

は指向性が強く、中心線を外れるとそれほど明るく見えないこと及び

両灯火とも甲板上を照らすため下方に向けていたので、他船がＢ船の

法定灯火を視認する際の支障にはならないと思っていた。 

船長Ｂは、Ｂ船がＡ船に対して左舷側を見せる状況で互いに進路を

横切る関係になっているので、Ｂ船の方が針路及び速力を保持する側

になると思っていた。 

船長Ｂは、Ａ船が照射した昼間信号灯による２回の閃光には気付か

なかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、恵山岬南東方沖において北東進から左転中、航海士Ａが、

右舷船首方に視認するＢ船が左方に移動していることに気付いた際、

左転の状態でＢ船の船首方を横切ることができるのではないかと思

い、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船が衝突のおそれ

のある態勢で接近することに気付かず、左転を継続してＢ船と衝突し

たものと考えられる。 

航海士Ａは、左舵１０°から左舵一杯としたところ、Ｂ船の方位が

徐々に右方に変化し始めたように感じたので、Ｂ船の船首方を横切る

ことができるものと思ったものと考えられる。 
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Ｂ船は、恵山岬南東方沖において西進中、船長Ｂが、左舷船首方か

ら接近するＡ船を視認した際、そのうちＡ船がＢ船の船尾方を避航す

るものと思い、針路及び速力を保持して航行したことから、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

船長Ｂは、Ａ船が左舷船首方からＢ船の船首方を横切る状況になっ

ているので、Ｂ船がＡ船に対して保持船になると思っていたものと考

えられる。 

原因  本事故は、夜間、恵山岬南東方沖において、Ａ船が北東進から左転

中、Ｂ船が西進中、航海士Ａが、右舷船首方に視認するＢ船が左方に

移動していることに気付いた際、左転の状態でＢ船の船首方を横切る

ことができるのではないかと思い、見張りを適切に行っておらず、ま

た、船長Ｂが、左舷船首方から接近するＡ船を視認した際、そのうち

Ａ船がＢ船の船尾方を避航するものと思い、針路及び速力を保持して

航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 本事故後、Ａ船を運航する会社は、次の措置を講じた。 

・津軽海峡通航時は、船長が在橋すること。 

・漁船を避航する場合、相手船が漂泊中であっても広い海域に向け

て変針すること。 

・避航措置をとる場合、機関及び汽笛の使用をためらわないこと。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・接近する他船を認めた場合、継続して動静を監視し、余裕のある

時期に衝突を避けるための措置を講じること。 

・法定灯火の視認や識別を妨げるような作業灯等は点灯しないこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

北 緯 

（°－′－″） 

東 経 

（°－′－″） 

対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力 

（kn） 

17:20:00 41-39-47.5 141-01-43.5 057.3 055 25.5 

17:25:00 41-40-57.7 141-04-07.5 056.8 056 25.2 

17:30:00 41-42-08.8 141-06-24.8 050.1 049 25.0 

17:35:00 41-43-27.9 141-08-32.5 049.6 050 24.7 

17:40:00 41-44-49.8 141-10-34.4 048.3 048 24.5 

17:41:00 41-45-06.3 141-10-58.7 047.3 048 24.2 

17:42:00 41-45-23.0 141-11-23.2 046.7 047 24.5 

17:43:00 41-45-39.8 141-11-45.9 043.2 043 24.3 

17:44:00 41-45-58.1 141-12-07.2 037.8 038 24.2 

17:45:00 41-46-17.8 141-12-26.2 031.9 032 24.3 

17:46:00 41-46-39.1 141-12-42.4 027.3 027 24.5 

17:47:00 41-47-01.3 141-12-55.4 018.3 018 24.1 

17:48:00 41-47-24.6 141-13-03.1 008.9 008 23.7 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は真方

位である。 


